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　特願２０１２－　７００７４「熱電発電装置および熱電発電システム」拒
絶査定不服審判事件〔平成２５年１０月　３日出願公開，特開
２０１３－２０１８７３〕について，次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は，成り立たない。

理　由
第１．手続の経緯
　本件審判に係る出願（以下，「本願」と言う。）は，平成２４年３月２６
日の特許出願であって，平成２６年９月１６日付けで通知された拒絶の理由
に対して平成２６年１１月２５日付けで意見書及び手続補正書が提出された
が，平成２７年２月１３日付けで拒絶査定がされ（これの送達日は平成２７
年２月１７日），これに対して，平成２７年５月１５日に本件審判が請求さ
れるとともに同日付けの手続補正書が提出された。　
　
第２．平成２７年５月１５日付けの手続補正書による補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２７年５月１５日付けの手続補正書による補正を却下する。
［理由］
１．特許請求の範囲の請求項１の記載は，平成２７年５月１５日付けの手続
補正書による補正（以下，「本件補正」と言う。）により，次のように補正
された。



（１）本件補正前
「両面の温度差により発電する熱電変換モジュールを備え，前記熱電変換モ
ジュールの両面の各々に温度が互いに異なる流体を流す第１の流路と第２の
流路とがそれぞれ配置される熱電発電装置と，
　前記第１の流路を流れる第１の流体であって，温泉ガスを含む第１の流体
を，前記第１の流体の圧力，もしくは高低差を利用して前記第１の流路に供
給する第１の供給路と，
　前記第２の流路を流れる，前記第１の流体より温度が低い第２の流体を，
高低差を利用して前記第２の流路に供給する第２供給路と
　を具備することを特徴とする熱電発電システム。」 （平成２６年１１月
２５日付けの手続補正書参照。）
（２）本件補正後
「両面の温度差により発電する熱電変換モジュールを備え，前記熱電変換モ
ジュールの両面の各々に温度が互いに異なる流体を流す第１の流路と第２の
流路とがそれぞれ配置される熱電発電装置と，
　前記第１の流路を流れる第１の流体であって，温熱源から噴出する温泉ガ
スを含む第１の流体を，前記第１の流体の圧力，もしくは高低差を利用して
前記第１の流路に供給する第１の供給路と，
　前記第２の流路を流れる，前記第１の流体より温度が低い第２の流体を，
高低差を利用して前記第２の流路に供給する第２供給路と
　を具備することを特徴とする熱電発電システム。」

２．目的要件について
　本件補正は，請求項１に記載された「温泉ガス」につき「温熱源から噴出
する」との限定事項を付加するものであるから，特許法第１７条の２第５項
第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものと言うこと
ができる。
　そこで，本件補正後の請求項１に記載された発明（以下「本願補正発明」
という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか
（特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定
に適合するか）について検討する。

３．本願補正発明の独立特許要件について
（１）刊行物
　原審の拒絶査定に示された特開平１１－２４７７５３号公報（以下，「刊
行物」と言う。）には，「熱電変換素子を用いた温度差発電装置および方
法」に関し，図面とともに次の記載がある。
ア．記載事項
（ア）「【特許請求の範囲】
【請求項１】高低差もしくは温泉の自噴力を用いて，温泉からの熱水を取り
込むための熱水取込路と，
高低差もしくは川の流動力を用いて，川からの冷水を取り込むための冷水取
込路と，
熱水取込口より熱水を取り込み，熱水排水口より熱水を排水する熱水流路
と，
冷水取込口より冷水を取り込み，冷水排水口より冷水を排水する冷水流路
と，
一端部が熱水流路に熱的に接続され，他端部が冷水流路に熱的に接続された
熱電変換素子と，
を備えた温度差発電システム。」　
（イ）「【０００６】
【課題を解決するための手段および発明の効果】請求項１の温度差発電シス
テムおよび請求項７の温度差発電方法は，熱水流と冷水流の温度差を熱電変
換素子に与えることによって発電を行うようにしている。したがって，常に
新しい熱水と冷水が発電のために供給され，熱電変換素子の両端の温度差を
維持して，高い発電効率を得ることができる。
【０００７】さらに，高低差，自噴力または高低差を用いて，熱水流，冷水
流を形成している。したがって，ポンプ等の駆動源を必要としない発電装置
を得ることができる。」
（ウ）「【００３２】



【発明の実施の形態】図１に，この発明の一実施形態による温度差発電シス
テムを示す。温泉井２からは，水蒸気を含んだ熱水が自噴している。この水
蒸気を含んだ熱水は，セパレータ４において，熱水と水蒸気に分離される。
熱水は受湯槽８に送られ，水蒸気は熱水造成塔６において，川１０の水で希
釈された後，受湯槽８に送られる。受湯槽８からは，温泉ホテルや暖房用と
して，各利用者に供給される。
【００３３】セパレータ４の熱水を，熱水取込路１２によって，温度差発電
装置１４に導いている。また，川１０の冷水を，冷水取込路１６によって，
温度差発電装置１４に導いている。
【００３４】熱水取込路１２，冷水取込路１６は，可撓性のあるパイプ（塩
化ビニールホース等）や金属パイプ等を用いることができる。外気温によ
る，熱水の温度低下，冷水の温度上昇を防ぐために，外周に発泡スチロー
ル，グラスウール等の断熱材を設けてもよい。また，外気温の変化の影響を
避けるため，断熱処理を施した後，地中に埋設して設けるようにしてもよ
い。
【００３５】この実施形態では，高低差によって，熱水及び冷水を温度差発
電装置１４に取り込んでいる。なお，温泉の自噴力や，川の水の流れ（流動
力）によって，取り込むようにしてもよい。何れの場合であっても，取り込
むための駆動源は不要である。」
（エ）「【００３８】図２に，温度差発電装置１４の外観を示す。温度差発
電装置１４は，熱流体室２２と，その上面の外壁に貼り付けられた熱電変換
素子２４と，熱電変換素子２４の上に設けられた冷流体室２６とを備えてい
る。
【００３９】熱流体室２２には，熱水取込口と熱水排水口が設けられてお
り，それぞれ，パイプ３０，パイプ３２が接続されている。このパイプ３０
には，熱水取込路１２が接続され，パイプ３２には，熱水排出路１８が接続
される。
【００４０】冷流体室２６には冷水取込口と冷水排水口が設けられており，
それぞれ，パイプ３４，パイプ３６が接続されている。このパイプ３４に
は，冷水取込路１２が接続され，パイプ３６には，冷水排水路２０が接続さ
れる。
【００４１】また，熱流体室２２の下面には，支持部材３８，４０が設けら
れている。支持部材４０の方が支持部材３８よりも高く構成されているの
で，取込口側よりも排出口側の方が高くなるように，傾斜が形成される。」
（オ）「【００４５】図６に，温度差発電装置１４の断面を示す。熱水取込
口４２は，熱流体室２２の下端部近傍に設けられ，熱水排水口４４は，熱流
体室２２の上端部近傍に設けられている。同様に，冷水取込口４６は，冷流
体室２６の下端部近傍に設けられ，冷水排水口４８は，冷流体室２６の上端
部近傍に設けられている。・・・・・
【００４６】　・・・・・
【００４７】　・・・・・
【００４８】パイプ３０に熱水取込路１２（たとえばビニールパイプ）を接
続し，パイプ３４に冷水取込路１６を接続する。これにより，熱水取込口
４２から熱流体室２２に熱水が取り込まれ，熱水排水口４４から排出され
る。つまり，熱流体室２２内に熱水流が形成されて，熱水流路となる。この
際，熱水排水口４４が上端部近傍に形成されているので，熱流体室２２の中
に空気部分を生じることなく，熱水流を得ることができる。よって，効率よ
く，熱水の高温を熱電変換素子２４に伝導することができる。
【００４９】また，温度分布上からも，上部壁の方が高温となり，上部に設
けられた熱電変換素子２４に有効に熱を伝達できる。
【００５０】さらに，熱水排水口４４の側が高くなるように傾斜が設けられ
ているので，熱流体室２２内の気泡は，熱水の流れだけでなく，浮力によっ
ても熱水排水口４４に向かう。したがって，熱電変換素子２４への熱伝導を
阻害する可能性のある気泡を，熱流体室２２からスムースに排除することが
できる。
【００５１】一方，パイプ３４に冷水取込路１６接続し，パイプ３６に冷水
排水路２０を接続する。これにより，冷水取込口４６から冷流体室２６に冷
水が取り込まれ，冷水排水口４８から排出される。つまり，冷流体室２６内
に冷水流が形成されて，冷水流路となる。この際，冷水排水口４８が上端部
近傍に形成されているので，冷流体室２６の中に空気部分を生じることな
く，冷水流を得ることができる。よって，効率よく，冷水の低温を熱電変換



素子２４に伝導することができる。」
（カ）「【００８４】さらに，熱水に代えて熱気体等の熱流体を用いてもよ
く，冷水に代えて冷気体等の冷流体を用いてもよい。」
イ．上記（エ），（オ）の記載事項や図２，６等の記載内容を踏まえれば，
熱電変換素子の両面に温度が互いに異なる流体を流す熱流体室と冷流体室と
がそれぞれ配置されていることが把握できる。
ウ．請求項１（上記（ア）（イ）参照）及び図１等を用いて説明される実施
形態（上記（ウ）～（オ）参照）では，温泉の自噴力を用いて，温泉からの
熱水を温度差発電装置に取り込むことが記載されている。
　図１等を用いて説明される実施形態においては，かかる熱水は，セパレー
タ４を経て分離された熱水を温度差発電装置１４に導き，セパレータ４を経
て分離された水蒸気は，熱水造成塔６，受湯槽を経て温泉ホテルや暖房用と
して各利用者に供されるとされている（段落【００３２】（上記（ウ））参
照）。
　ところで，段落【００８４】には，これとは別に，熱水に代えて熱気体等
の熱流体を用いてもよい旨記載されている。
　そうしてみると，そもそも刊行物には，温泉の自噴力を用いて，温泉から
の熱水を取り込む温度差発電システムが開示されているものであって，かか
る温泉自体に熱水と水蒸気とが含まれていることが自明である。そして，か
かる水蒸気とは，“熱気体”とも捉えられるところ，そのような“熱気体”
を用いて温度差発電を行っても良いことは，刊行物の記載事項に接した当業
者が認識し得る範囲内の事項と言うべきである。
　したがって，刊行物には，温泉の自噴力を用いて熱気体を熱電変換素子の
熱流体室に供給することも記載されていると言うことができる。
　そしてまた，そのような供給のための流路は，“供給路”と観念すること
ができる。　
エ．請求項１（上記（ア）（イ）参照）及び図１等を用いて説明される実施
形態（上記（ウ）～（オ）参照）から，冷水を高低差を利用して熱電変換素
子の冷流体室に供給することが把握できる。そして，そのような供給のため
の流路は，“供給路”と観念することができる。　
オ．これらを踏まえ，本願補正発明の表現にならって整理すると，引用例に
は，次の発明が記載されていると認めることができる（以下，この発明を
「刊行物記載の発明」と言う。）。
「熱電変換モジュールを備え，前記熱電変換モジュールの両面の各々に温度
が互いに異なる流体を流す熱流体室と冷流体室とがそれぞれ配置される熱電
発電装置と，
　前記熱流体室を流れる熱気体を，温泉の自噴力を用いて前記前記熱流体室
に供給する供給路と，
　前記冷流体室を流れる冷水を，高低差を用して前記冷流体室に供給する供
給路と
　を具備する温度差発電システム。」
（２）対比・判断
ア．本願補正発明と刊行物記載の発明とを対比する。
（ア）刊行物記載の発明の「熱流体室」，「冷流体室」には，流体が流れて
いるから，それぞれ，本願補正発明の「第１の流路」，「第２の流路」に相
当する。
　したがって，刊行物記載の発明の「熱電変換モジュールを備え，前記熱電
変換モジュールの両面の各々に温度が互いに異なる流体を流す熱流体室と冷
流体室とがそれぞれ配置される熱電発電装置」は，本願補正発明の「両面の
温度差により発電する熱電変換モジュールを備え，前記熱電変換モジュール
の両面の各々に温度が互いに異なる流体を流す第１の流路と第２の流路とが
それぞれ配置される熱電発電装置」に相当する。　
（イ）刊行物記載の発明の「熱気体」は，温泉から自噴したものであるか
ら，本願補正発明の「温熱源から噴出する温泉ガス」に相当し，また，本願
補正発明の「温熱源から噴出する温泉ガスを含む第１の流体」あるいは「前
記第１の流体」に相当する。
　刊行物記載の発明の「熱気体を，温泉の自噴力を用いて前記前記熱流体室
に供給する」ことは，本願補正発明の「第１の流体を，前記第１の流体の圧
力を利用して前記第１の流路に供給する」ことに相当する。
　そして，刊行物記載の発明の「熱気体」の「供給路」は，本願補正発明の
「第１の流体」の「第１の供給路」に相当する。



（ウ）刊行物記載の発明の「冷水」は，本願補正発明の「第２の流体」に相
当する。
　刊行物記載の発明にあっても，本願補正発明の「第２の流体」に相当する
「冷水」は，同じく本願補正発明の「第１の流体」に相当する「熱気体」よ
り温度が低いものである。
　刊行物記載の発明の「冷水を，高低差を用いて前記冷流体室に供給する」
ことは，本願補正発明の「第２の流体を，高低差を利用して前記第２の流路
に供給する」ことに相当する。
　そして，刊行物記載の発明の「冷水」の「供給路」は，本願補正発明の
「第２の流体」の「第２の供給路」に相当する。
（エ）刊行物記載の発明の「温度差発電システム」は，本願補正発明の「熱
電発電システム」に相当する。
イ．以上を総合すると，本願補正発明と刊行物記載の発明は，その発明特定
事項において異なるところがない。
　すなわち，本願補正発明と刊行物記載の発明は，同一である。
ウ．したがって，本願補正発明は，刊行物記載の発明であるから，特許法第
２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができない。　
（３）まとめ
　本件補正は，特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条
第７項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項の規定において読み替
えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．本願発明について
１．本願発明
　本件補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明は，
平成２６年１１月２５日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲
の請求項１に記載されたとおりのものである（「第２．１．（１）」参照。
以下，この発明を「本願発明」と言う。）。
　
２．本願発明の新規性について
（１）刊行物及び刊行物記載の発明は，「第２．３．（１）」に記載したと
おりである。
（２）本願発明と刊行物記載の発明とを対比すると，本願発明は，本願補正
発明からその「温泉ガス」についての「温熱源から噴出する」との発明特定
事項を省いたものであるから，「第２．３．（２）」に記載した事項を踏ま
えれば，両者の発明特定事項として異なるところがない。
（３）したがって，本願発明は，刊行物記載の発明であるから，特許法第
２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができない。
　
４．むすび
　以上のとおり，本願発明は，刊行物記載の発明であるから，特許法第２９
条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができない。
　したがって，本願は，拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。

平成２８年　３月　１日

　　審判長　　特許庁審判官 藤井 昇
特許庁審判官 新海 岳
特許庁審判官 前田 浩

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは，この審決の謄本の送達があった日から３０日以
内に，特許庁長官を被告として，提起することができます。

〔審決分類〕Ｐ１８　　．１１３－Ｚ　　（Ｈ０２Ｎ）
５７５



審判長　　　特許庁審判官 藤井　昇 8817
　　　　　　特許庁審判官 前田　浩 2943
　　　　　　特許庁審判官 新海　岳 8111


